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（様式１）
　　令和8年　　月　　日

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所　御中
研究開発とSociety 5.0 との橋渡しプログラム（BRIDGE）
「認知機能が低下しても生涯にわたって自立的な経済活動ができる

包摂的な地域社会及び社会経済システム構築」
応募書
	応募テーマ
	

	研究開発責任者
	

	所属機関・役職
	

	所　在　地

および

連　絡　先
	住所  ：〒

TEL   ：

FAX　 ：


■本件担当者

	担当者氏名
	

	所属・役職
	

	所　在　地

及び
連　絡　先
	住所  ：〒

TEL   ：

FAX　 ：

E-mail：


以上

【留意事項】

１．様式指定：【様式１】、A4判縦１枚
２．必要事項を全て記入すること。
３．審査中及び採択後の連絡については、上記「本件担当者」に対して行う。
 （様式２）
研究開発テーマの概要
	研究開発
テーマ名
	

	１．研究開発の要旨注１
内容が把握できるよう、５行以内で簡潔に記載してください。
なお、この「１.研究開発の要旨」欄に記載された内容については、本研究開発テーマが採択された場合、公表しますので、公表されることを前提として記載してください。

	２．研究開発テーマの概要
研究開発の目的、到達目標、内容及び包摂的な地域社会及び社会経済システム構築への貢献について、簡潔に記載してください。

	３．キーワード（本研究開発テーマのキーワードを５つ以内で記載してください。）注２


略語を使用する場合は、最初に「全文字（略語）」と記載し、以降その略語を用いてください。
本様式のページ数は、１枚としてください。
注１）「１.研究開発の要旨」欄には、図は使用しないでください。
注２）「３.キーワード」欄については、様式11のキーワードと無関係であっても差し支えありません。
（様式３）
他の制度からの助成等の有無
	研究開発責任者が受けている助成等の有無注１～３

	１．競争的研究費制度注４  
内閣府webサイトの「令和6年度・7年度競争的研究費制度一覧」https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin_r3-4.pdfに記載されている競争的研究資金を受給している場合に記載してください。
２．上記競争的研究費制度以外の国、独立行政法人及び公益法人による研究資金制度注５
１.に掲げる競争的研究費制度以外の国、独立行政法人及び公益法人による研究資金を受給している場合に記載してください。
３．民間企業からの研究資金の提供状況（本研究開発テーマに関するものに限る。）注５
民間企業からの研究資金を受給している場合に記載してください。
（記載例）
・　革新的がん医療実用化研究事業（日本医療研究開発機構）
「○○○○に関する研究」　○○万円／R7　（研究期間：R6～R7）（研究開発代表者）

・　戦略的創造研究推進事業（科学技術振興機構）
「○○○○に関する研究」　○○万円／R8　（申請中）（分担研究者）

・　○○奨励金（株式会社○○）
「○○○○に関する研究」　○○万円／R8　（申請中）（分担研究者）


	 分担研究開発責任者が受けている助成等の有無注１～３

	１．競争的研究費制度注４　
内閣府webサイトの「令和6年度・7年度競争的研究費制度一覧」https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin_r3-4.pdfに記載されている競争的研究資金を受給している場合に記載してください。
２．上記競争的研究費制度以外の国、独立行政法人及び公益法人による研究資金制度注５
１.に掲げる競争的研究費制度以外の国、独立行政法人及び公益法人による研究資金を受給している場合に記載してください。
３．民間企業からの研究資金の提供状況（本研究開発テーマに関するものに限る。）注５
民間企業からの研究資金を受給している場合に記載してください。
（記載例）
・　革新的がん医療実用化研究事業（日本医療研究開発機構）
「○○○○に関する研究」　○○万円／R7　（研究期間：R6～R7）（研究開発代表者）

・　戦略的創造研究推進事業（科学技術振興機構）
「○○○○に関する研究」　○○万円／R8　（申請中）（分担研究者）

・　○○奨励金（株式会社○○）
「○○○○に関する研究」　○○万円／R8　（申請中）（分担研究者）




注１）申請中のものも含めて、記載してください。
注２）該当する研究制度名毎に、研究課題名、採択（予定）年度、研究資金額及び研究期間を明記してください。申請中の場合は、「（申請中）」と記載してください。なお、分担研究者等に位置付けられているものの、配分額が０円の場合は、記載する必要はありません。
注３）他の競争的研究費制度に応募した内容と重複又は一部重複した内容について、本事業へ応募することは問題となりませんが、他の競争的研究費制度で採択され、かつ、本事業でも採択されることとなった場合、研究内容の重複は認められません。なお、他の競争的研究費制度において重複した応募が認められるかどうかについては、当該制度にお問い合わせください。また、他の競争的研究費制度において、本事業と同一内容の研究開発テーマが採択された場合は、速やかに、医薬基盤・健康・栄養研究所へ報告し、いずれかの研究開発テーマを辞退する等の適切な措置を講じてください。
注４）「１.競争的研究費制度」欄は、「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（令和3年12月17日改正）に基づく「不合理な重複」及び「過度の集中」の排除を行うために御報告いただくものです。
注５）「２.上記競争的研究費制度以外の国、独立行政法人及び公益法人による研究資金制度」及び「３.民間企業からの研究資金の提供状況」欄は、各研究者に対する公的資金及び民間資金による支援状況を正確に把握するために御報告いただくものであり、重複があることをもって、直ちに、採択が認められないというものではありません。
（様式４）
研究開発テーマの内容
	研究開発
テーマ名
	

	１．研究開発の目的
本研究開発テーマの目的を具体的に記載してください。
２．研究開発の全体構想・到達目標
（１）研究開発の出発点
本研究開発テーマに関して、既に挙げている成果及び他の研究者に対する優位性（基本特許を有する等）を記載してください。
（２）研究開発の全体構想・到達目標
研究開発の全体計画等について、終了時における達成目標を明示した上で、必要に応じてフロー図等を本様式内に添付して、記載してください。
達成目標は、できる限り詳細かつ具体的に、可能な限り数値を用いて記載してください。従来の技術水準と比較できる場合には、その比較を記載してください。
（３）期待される研究開発成果の実用化
本研究開発テーマに基づく研究開発成果を、研究開発期間終了後に、どのように実用化していくかについての計画等を、具体的に記載してください。
３．研究開発の実施方法
具体的な研究手法等の研究開発の実施方法について記載してください。
４．申請研究開発の特色
研究開発内容、着眼点、研究手法等の独創性・新規性について、記載してください｡
国内・国外における関連すると考えられる類似研究がある場合、その主な類似研究の研究内容、進捗状況及び成果についての概要を簡潔に記載の上、それらの類似研究と比べて本研究プロジェクトが優れている点、進んでいる点等を簡潔に記載してください。
５．包摂的な地域社会及び社会経済システム構築への貢献
研究開発成果の実用化が、包摂的な地域社会及び社会経済システム構築にどのように貢献するのかについて、記載してください。
６．倫理面への配慮
（１）倫理面への配慮の内容
「被験者に対するインフォームド・コンセントを書面で行っている。」､「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針に従い、施設内の倫理委員会において研究計画の承認を受けている。」、「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針に従い実施する。」など具体的に記載してください。
また、研究内容に倫理面の問題がないと判断した場合には、その旨を、そのように考えられる理由とともに記載してください。
（２）遵守すべき研究に関係する指針等  

本研究開発テーマの内容に照らし、遵守しなければならない指針等については、該当する指針等の「□」の枠内に「レ」を記載してください。複数の指針等に該当する場合は、それぞれの枠内に「レ」を記載してください。
· ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針(平成19 年3月1日総合科学技術会議)

· 「国民との科学・技術」の推進について(基本的取組方針)(平成 22年6月19日科学技術政策担当大臣、及び有識者議員決定)

· ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)

· 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号、令和3年法律第5号による改正)

· 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律(平成15年 法律第97号、平成29年法律第41号による改正)

· 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年 法律第85号、平成30年法律第98号による改正)

· 臨床研究法(平成29年 法律第16号、令和元年法律第63号による改正)

· 臨床研究法施行規則（平成30年厚生労働省令第17号、令和4年厚生労働省令第47号による改正）
· 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号、令和4年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号による改正）
· 特定胚の取扱いに関する指針(平成31年文部科学省告示第31号、令和3年文部科学省告示第106号による改正)

· ヒトES細胞の樹立に関する指針（平成31年文部科学省・厚生労働省告示第４号）

· ヒトES細胞の使用に関する指針(平成31年文部科学省告示68号)

· ヒトES細胞の分配機関に関する指針(平成31年文部科学省告示69号)

· ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針(平成22年文部科学省告示88号)

· 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年 厚生省令第28号、令和3年厚生労働省令第15号による改正)

· 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年 厚生労働省令第36号、令和3年厚生労働省令第15号による改正)

· 再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年 厚生労働省令第89号、令和3年厚生労働省令第15号による改正)

· 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年 厚生労働省令第21号、令和3年厚生労働省令第15号による改正)

· 医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年 厚生労働省令第37号、令和２年厚生労働省令第208号による改正)

· 再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年 厚生省令第88号、令和3年厚生労働省令第15号による改正)

· 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年 厚生科学審議会答申)

· 遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成27年厚生労働省告示第344号、平成31年厚生労働省告示第48号による改正)

· ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(平成22年文部科学省・厚生労働省告示第2号、令和3年文部科学省・厚生労働省告示第3号による改正)

· 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)

· 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本方針(平成18年6月1日厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知、平成27年厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知、科発 0220 第１号による改正)

· 農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本方針(平成18年6月1日農林水産省農林水産技術会議事務局長通知)
· 遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針（平成29年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号）
７．臨床研究登録制度への登録について
研究期間内に臨床研究法、人を対象する医学系研究に関する倫理指針に該当する臨床試験を実施する場合には、臨床研究登録制度への登録予定の有無について記載してください。
また、本研究開発テーマに関連した臨床試験について、既に登録を行っているものがあれば、登録内容の概略を記載してください。
８．研究チームの有する業績
本研究プロジェクトの研究分野に関する研究業績で、「２.（１）研究の出発点」欄に記載していないものがある場合、その研究業績について記載してください。


	


略語を使用する場合は､最初に「全文字（略語）」と記載し､以降その略語を用いてください。
本様式のページ数は、10枚以内としてください。
（様式５）
研究開発体制
	研究開発
テーマ名
	 

	●　再委託先（分担研究開発機関）がある場合、各研究開発機関の分担関係を記載してください。
また、各研究開発機関について、郵便番号、所在地、研究開発責任者名、役職名、電話番号、FAX番号及びE-mailアドレスを記載してください。
（例）
統括研究開発機関
○○○の研究開発(国立研究開発法人○○研究所)

住所             　　　　　郵便番号
研究開発責任者氏名   　　役職名
TEL:             　　　　　FAX:

E-mail:

分担研究開発機関
□□□の研究開発（□□大学大学院□□研究科□□分野）
住所            　　　 　　　郵便番号
分担研究開発責任者氏名   役職名
TEL:             　　　 　　　FAX:

E-mail:

分担研究開発機関
△△△の研究開発(国立研究開発法人○○研究所)

住所            　　　 　　　郵便番号
分担研究開発責任者氏名   役職名
TEL:             　　　　 　　FAX:

E-mail:




（様式６）
各研究開発機関における研究開発チームの構成
No.　　注１
	 研究開発機関名
	

	１．研究者氏名（所属研究開発機関名、役職名）注２
（記載例）
　　○ 　□坂　□夫（国立研究開発法人□□□研究所□□部長）
△山　△子（　　　  〃        　　　△△部△△研究室長）
▲川　▲美（　　　　〃　　　　　　　▲▲部▲▲研究室研究員）
○岡　○朗（　　　　〃　　　　　　　○○部○○研究室研究員）

（他）　■海　■明（■■ 大学大学院■■ 研究科■■分野助手）
（新）　氏名未定　２人


	２．研究開発チーム内の研究開発内容の分担体制注３
（記載例）
研究開発責任者（あるいは、分担研究開発責任者）　□坂　□夫
△△に関する研究開発　　担当：△山　△子


（他）■海　■明
◇◇に関する研究開発　　担当：▲川　▲美


○○に関する研究開発　　担当：○岡　○朗


○○に関する研究開発　　担当：（新）氏名未定



注１）研究開発機関毎に作成し、「No.　」欄に、通し番号を付けてください。なお、統括研究開発機関は必ず、「No.1」としてください。
注２）「１.研究者氏名」欄には、研究開発責任者には○印を付けてください。また、他の研究開発機関から派遣されている研究者にあっては氏名の前に（他）印を、各研究開発機関で新規に雇用予定の研究者にあっては氏名の前に（新）印を付けてください。
注３）「２.研究開発チーム内の研究開発内容の分担体制」欄には、他の研究開発機関から派遣されている研究者にあっては氏名の前に（他）印を、各研究開発機関で新規に雇用予定の研究者にあっては氏名の前に（新）印を付けてください。
（様式７）
主な研究者の経歴等
No.　　注１
	担当する研究開発
項目名
	

	１．研究者氏名（フリガナ）
２．所属研究開発機関及び役職名
３．生年月日／性別
４．学位
（１）機関名
（２）学位
（３）取得年
（４）専攻
５．卒業した大学・学部及び大学院
６．研究経歴注２


	年　　月
	職　　　　名
	研　　　　究　　　　歴

	（記載例）
○○年○○月
	国立研究開発法人○○研究所　プロジェクトリーダー
	○○蛋白質の機能に関する研究（○○蛋白質の機能発現には、△△遺伝子が関与していることを発見）


	７．受賞歴、表彰歴
８．研究成果等
（１）研究論文数　　　　　　編（和文［国内］誌　　　　　編、欧文［国際］       編）
（２）著書（ﾚﾋﾞｭｰ）数       編
（３）最近５カ年間の主な研究論文及び著書  （別葉に記載してください。）注３
　　（著者名，論文表題，誌名，巻，ページ，年号）


注１）研究開発責任者、分担研究開発責任者毎に作成し、「No.　」欄に、通し番号を付けてください。なお、研究開発責任者は必ず、「No.1」としてください。
注２）「６.研究経歴」欄には、これまで研究されてきた研究経歴を記載するとともに、その研究経歴毎に、主な研究成果について（　）書きで簡潔に記載してください。
注３）８（３）については別葉とし、最近５カ年間に学術誌等に発表された主な論文及び著書（研究者の主要な研究業績や本研究開発テーマに関係する分野のもの）について、最新のものから順に、１枚以内でわかりやすく記載してください。また、研究者が筆頭著者となっているものについては、○印を付してください。
（様式８）
研究開発総括表
１．研究開発予算表
（単位：百万円）
	研究開発機関名
	予算

	××大学
	

	(国研)□□研究所
	

	(財)△△研究所
	

	研究開発予算合計
	


２．従事する研究者総数注２
（単位：人）
	研究開発機関名
	研究者内訳
	人数

	××大学
	研究者総数
	

	
	うち新規雇用予定者
	

	(国研)□□研究所
	研究者総数
	

	
	うち新規雇用予定者
	

	(財)△△研究所
	研究者総数
	

	
	うち新規雇用予定者
	

	合　　計
	研究者総数
	

	
	うち新規雇用予定者
	


注１）研究開発予算表には、本事業で配分される国からの委託費について記載してください。
注２）「研究者総数」欄には、研究開発責任者、分担研究開発責任者、その他本研究開発テーマに直接参加する研究者の合計数について記載してください。
（様式９）
研究開発予算内訳
	研究機関名注1
	


（単位：百万円）
	費　目
	見積金額
	簡単な積算内容注４
	必要性注５

	（記載例）
	
	
	

	１．設備・備品費注３
	21.0
	小型シークエンサー
20百万円

ＰＣＲ装置
 　　　　　　１百万円
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

	２．消耗品費
	30.0
	遺伝子解析試薬　
10百万円
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

	３．旅費
	
	
	

	４．人件費注２
	6.6
	新規雇用博士研究員
0.55（百万円）×１（人）×12（月)
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

	５．謝金
	
	
	

	６．外注費
	
	外注分析費
１百万円
	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

	７．その他
	
	
	

	８．間接経費
	
	直接経費（１～７の合計）の15%（大学等）又は10%（企業等）として算出
	

	９．再委託費
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計（１．～９．）
	
	


注１）研究開発機関毎に作成してください。
注２）人件費の単価は実績単価又は健保等級単価によるものとします。詳細は事務処理説明書を参照してください。
注３）設備・備品にあっては見積もり価格が100万円以上のものについて、応募時点で想定しているものを記載してください。
注４）「簡単な積算内容」欄には、主要なもののみ記載してください。
注５）「必要性」欄には、その必要性（研究上の用途）を簡潔に記載してください。
（様式10-1）

研究開発テーマに関する特許関連情報①
No.　　注１
	 研究開発責任者等が保有する主たる特許の説明

	●　研究開発テーマとは関連性の薄いものは記載しないでください。研究開発テーマとは関連性の薄いものを記載した場合、研究計画との関連が不明確となり、研究計画の妥当性等に関して、低く評価されることがあります。
発明の名称
発明者注２
発明の概要注３
出願国等注４
日本
米国
欧州
その他（　　　　）
出願日
登録日注５
特許出願人
特許権者注６
出願番号
特許番号注７
審査状況注８
登録・拒絶・査定前
登録・拒絶・査定前
登録・拒絶・査定前
登録・拒絶・査定前
専用実施権
の設定等注９
●特許公開公報等の提出について
既に公開されている場合は、特許公開公報（既に登録されている場合は特許公報）のコピーを提出してください。
●審査状況等の提出について
出願国の審査官からの新規性、進歩性等を否定する見解等の審査状況等（国際調査報告頁を含む。）がある場合は、その見解を示した書面を提出してください。
なお、日本及び欧州における審査過程並びに国際調査報告の入手については、以下のURLを利用することができます。
日本：
https://www.j-platpat.inpit.go.jp
欧州：
http://ep.espacenet.com/numberSearch
国際調査報告：
http://www.wipo.int/pctdb/en/


注１）特許毎に作成し、「No.　」欄に、通し番号を付けてください。ただし、本研究開発に最も関連の深いもの３件までとしてください。
注２）主な発明者３名までを記載してください。
注３）物に係る特許、方法に係る特許又は物を生産する方法に係る特許のいずれであるかを明記した上で、主要クレイムがわかるように記載してください。
注４）日本、米国又は欧州（欧州特許条約に基づき出願した場合を指す。以下同じ。）のうち、特許を出願した国又は地域に「○」を付してください。日本、米国又は欧州以外に出願している国又は地域があれば、「その他」欄の（　）内に主な国又は地域の名称を記載してください。
注５）出願日を上段に記載してください。登録されている場合は、下段に登録日を記載してください。なお、出願準備中の場合は、上段に「出願準備中」と記載してください。また、PCT出願の場合は、上段の出願日の記載に続けて、「PCT」と記載してください。

注６）全ての出願人又は特許権者を記載してください。
注７）出願番号を上段に記載してください。登録されている場合は、下段に特許番号を記載してください。
注８）出願した特許について、拒絶された場合にあっては「拒絶」に、登録された場合にあっては「登録」に、いかなる見解も示されていない場合にあっては「査定前」に「○」を付してください。
注９）専用実施権者若しくは通常実施権者又は仮専用実施権者若しくは仮通常実施権者が存在する場合は、上段には、「専用実施権者」若しくは「通常実施権者」又は「仮専用実施権者」若しくは「仮通常実施権者」のいずれかを、下段には、その氏名又は名称を記載してください。
（様式10-2）
研究開発テーマに関する特許関連情報②
　
	第三者が保有等する特許の説明

	１．研究開発対象に関する特許の説明
研究開発対象の特許を研究開発テーマメンバー外の第三者が保有等する場合、次の事項について記載してください。
（１）研究開発対象及び発明の名称
（２）出願番号又は特許番号
（３）当該発明の概要注１
（４）特許権者又は特許出願者
（５）当該発明に関する特許の審査状況
（６）研究開発に当たっての影響注２
２．実用化に当たり必要な技術等に関する特許の説明（１.に係るものを除く。）
実用化に当たり必要な技術等に関する特許を研究開発テーマメンバー外の第三者が保有等する場合、次の事項について記載してください。
（１）発明の名称
（２）出願番号又は特許番号
（３）当該発明の概要注１
（４）特許権者又は特許出願者
（５）当該発明に関する特許の審査状況
（６）研究開発に当たっての影響注２



説明は簡潔に記載してください。
注１）物に係る特許、方法に係る特許又は物を生産する方法に係る特許のいずれであるかを明記した上で、主要クレイムがわかるように記載してください。
注２）実用化に当たり、当該物質又は当該技術のライセンス供与を受けるに当たっての許諾状況等を記載するほか、今後の研究開発・実用化に当たり、どのような事項をクリアする必要があるかなどについて記載してください。
（様式１１）
府省共通研究開発管理システム（e-Rad）
１．研究開発課題名注１
	研究開発課題名
	


２．研究者情報
	研究開発責任者名
（漢字-姓名）
	研究者名（フリガナ-姓名）

	
	


３．研究組織情報注２
	研究者名（漢字-姓名）
	研究者番号
	所属研究機関コード
	直接経費
	間接経費
	エフォート(%)注3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


４．研究分野注４
	主分野/副分野
	研究の内容
	キーワード

	主分野
	
	

	副分野
	
	


５．研究開発の性格注５
	基礎研究
	

	応用研究
	

	開発研究
	


注１）「研究開発課題名」欄には、研究開発テーマ名を記載してください。
注２）「研究者番号」欄には、研究開発責任者及び分担研究開発責任者の番号（８桁の番号）を、「所属研究機関コード」欄には、その研究開発責任者が所属する統括研究開発機関及び分担研究開発機関の番号（１０桁の番号）を記載してください。なお、「直接経費」欄には、様式９の「費目」欄の１.から７.までに記載した見積金額を足し合わせたものを、「間接経費」欄には、様式９の「費目」欄の８.に記載した見積金額を、記載してください。
注３）「エフォート（％）」欄には、各研究者の本研究開発テーマの実施に必要とする時間が年間の全勤務時間（正規の勤務時間以外の勤務時間を含む。）に占める割合を百分率で表した数値（１未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数値）を記載してください。即ち、「研究者個人の全仕事時間に対する当該研究開発テーマの実施に必要とする時間の配分割合」であり、当該プロジェクトに参画する研究者間の分担を示すものではありませんので、ご注意ください。
※第３期科学技術基本計画によれば、 エフォートは「研究に携わる個人が研究、教育、管理業務等の各業務に従事する時間配分」と定義されています。
注４）「主分野」「副分野」欄には、e-Rad 入力画面と同じ内容を記載してください。
注５）「研究開発の性格」欄には、基礎研究、応用研究又は開発研究のいずれかに○をつけてください。
基礎研究：特別な応用、用途を考慮することなく、仮説や理論を形成するため若しくは現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的研究
応用研究：基礎研究によって発見された知識を利用して、特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究及び既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する研究
開発研究：基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識の利用であり、新しい材料、装置、製品、システム、工程等の導入又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究
（様式12）
参考文献
	●　本研究開発テーマの内容等を理解するに当たり参考となるよう、他の研究者の主な類似研究等に関する文献を数点挙げ、それぞれについて、著者名、論文表題、誌名、巻、ページ及び年号を記載してください。



（様式13）
用語の説明
	●　応募書類で使用している専門用語等のうち、その専門用語等の説明が必要と思われるものについて、その説明を簡潔に記載してください。


（様式14）
研究開発テーマ概要説明資料
本研究開発テーマの内容等に対する審査委員等の理解を容易にする目的で、概要説明資料をパワーポイントで作成してください。A4版横向き、１０頁以内で、適宜、図表、写真等も交えて読みやすい文字数・行間で作成してください。印刷は１頁１枚、両面でお願いします。
（様式15）
ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
　　
	法人名
（応募者名）
	


○以下の様式に示す認定項目および女性活躍推進法に基づく行動計画が策定済みかを記入してください。
〇研究開発機関毎に作成してください。

○証拠書類等の提出をお願いする場合があります。
※下記１～４の事項について、本応募後、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに届け出てください。
・該当する□にレ点を入力すること。
１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定を受けていること。（ただし、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たしていること。）
・えるぼし認定段階1


□
・えるぼし認定段階2


□
・えるぼし認定段階3


□
・プラチナえるぼし認定

□
２．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく行動計画（計画期間が満了していないもの）を策定済であること。
□
※女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が300人以下のもの）に限る
３．次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定を受けていること。

・トライくるみん認定企業

□

・くるみん認定企業（旧基準）

□
・くるみん認定企業（新基準）

□
・プラチナくるみん認定企業

□
４．青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定を受けていること。
・ユースエール認定企業

□
５．上記１～４のいずれにも該当しない
□
以上
（様式16）
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

　　理事長　中村　祐輔　　殿

研究開発とSociety 5.0 との橋渡しプログラム（BRIDGE）「認知機能が低下しても生涯にわたって自立的な経済活動ができる包摂的な地域社会及び社会経済システム構築」に係る公募参加の意思表示について
貴研究所が公募する標記業務について応募したいので、その旨を表示します。

なお、提出する資料の記載の事項について相違ないことを申し添えます。

住　　所

商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

（様式17）
　国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
　　　理事長　中村　祐輔　　殿
　当法人は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当法人が不利益を被ることとなっても、異議は
一切申し立てません。
　また、警察から開示要求があった場合、またはこの誓約を弊社が遵守していることを確認する目的のために、貴法人が必要最小限の弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
１　契約の相手方として不適当な者
（１）　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団又は準暴力団構成員、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であるとき
（２）　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき
（３）　役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
（４）　役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
（５）　役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
２　契約の相手方として不適当な行為をする者
（１）　暴力的な要求行為を行う者
（２）　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
（３）　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（４）　偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者
（５）　その他前各号に準ずる行為を行う者
  住　　　所
　　　  商号又は名称
　及び代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印
（様式18）
保険料納付に係る申立書
当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和　　　年　　　月　　　日　
（住　所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（名　称）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（代表者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
理事長　中村　祐輔　　殿
